
１．活動火山対策の推進に関する基本的な事項 ４．避難施設緊急整備計画並びに防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整
備計画及び防災漁業経営施設整備計画の作成について指針となるべき事項 ＊３（１）活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の意義

・警戒避難体制の整備等のソフト対策を含めた、総合的な火山防災の推進に
ついて基本的な考えを示す

（２）火山災害の特殊性
・噴火前の予測が困難

（３）火山地域の関係者が一体となった検討の必要性
・火山地域の関係者が「火山防災協議会」を設置

（４）警戒避難体制の整備
（５）噴火時や噴火に備えた施設等の整備

２．火山災害警戒地域、避難施設緊急整備地域及び降灰防除地域の指定につい
て指針となるべき事項 ＊１

（１）火山災害警戒地域の指定 ＊２
・「常時観測火山」のうち、周辺に住民や登山者等が存在する火山について、
噴火による影響範囲にかかる都道府県、市町村を指定

（２）避難施設緊急整備地域の指定
・火山の活動が活発で、退避壕等を緊急に整備する必要がある地域を指定

（３）降灰防除地域の指定
・降灰による住民の日常生活への支障を防止・軽減するため、学校や病院等
において施設を整備する必要がある地域を指定

３．火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備

（１）火山防災協議会
①火山防災協議会での協議事項
・「噴火警戒レベル」、「避難計画」等の一連の警戒避難体制
・退避壕等の整備や山小屋等の既存施設の補強等についても検討
②火山防災協議会の構成員
・都道府県、市町村、気象台、地方整備局、陸上自衛隊、警察、消防、火山
専門家等

③火山防災協議会の運営
・「コアグループ」の形成等

（２）地域防災計画に定めるべき事項
・火山防災協議会の意見聴取を踏まえ、警戒避難体制に関する事項を定める

（３）住民や登山者等に対する周知のための措置
・「火山防災マップ」の配布等

（４）避難確保計画の作成等
・集客施設等に対し、「避難確保計画」の作成や避難訓練の実施等を求める

（１）避難施設緊急整備計画の作成
・避難施設緊急整備地域において、都道府県は、退避壕等の避難施設の整備

計画を作成
（２）防災営農施設整備計画等の作成
・避難施設緊急整備地域またはその周辺の地域において、都道府県は、農作

物等の被害を防除するために必要な施設の整備計画を作成

５．その他活動火山対策の推進に関し必要な事項

（１）警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備
・地方公共団体は、警戒地域に指定された活火山以外の活火山の周辺地域に
おける警戒避難体制を整備

（２）登山者や観光客等に関する情報の把握等
・地方公共団体は、登山届等を通じ、登山者や観光客等に関する情報を把握
・登山者や観光客等は、情報収集等を通じ、自らの安全を確保

（３）火山防災情報の伝達等
・火山観測データ、「噴火警戒レベル」上げ下げの基準の公表。
・「臨時の解説情報」、「噴火速報」を発表
・交通、観光事業者との連携、外国語による情報伝達

（４）降灰除去事業
・多量の降灰があった道路等の降灰除去事業に対し支援を実施
（５）火山監視観測・調査研究体制の充実
・研究及び技術開発の推進、観測・評価体制の強化
・観測データの共有等、研究機関相互間の連携強化
・火山専門家の人材育成及び確保

（６）火山防災教育や火山に関する知識の普及
・ビジターセンター、ジオパーク、旅行会社等様々な機関と連携
・火山防災に関する学校教育

（７）火山災害の特徴を踏まえた発災時の対応
①一時立入り
・避難生活が長期化する場合には一時立入りの可能性を検討する必要
②立入規制・風評被害による経済的損失
・可能な支援を検討するとともに、正確な情報発信に努めることが重要

活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針 概要

＊１ 国は、基本指針に基づいて、各種地域を指定し公示
＊２ 警戒地域に指定された都道府県及び市町村は、火山防災協議会を設置
＊３ 都道府県は、基本指針に基づいて、各種計画を作成
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